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午後１時４１分開会 

○小野委員長 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

日程に入る前に、当委員会に送付されております陳情につきましては、後日あらためて

審査に入らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔はいと呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 それでは、日程に入ります。 

○小野委員長 １、第４回定例会について、（１）、提出予定案件について。坂田副区長

から説明を受けます。  

○坂田副区長 令和６年１１月１３日付で、令和６年第４回区議会定例会に提出させてい

ただく予定の案件につきまして、概略をご説明申し上げます。 

今回は、契約５件、及び、区道廃止１件となっております。 

はじめに、契約案件５件、でございます。 

まず、（仮称）四番町公共施設新築工事請負契約の一部変更について、新築電気設備工

事請負契約の一部変更について、新築空調設備工事請負契約の一部変更について、及び、

新築給排水衛生設備工事請負契約の一部変更についての４件でございます。いずれも、令

和２年第１回区議会定例会においてご議決をいただきました、（仮称）四番町公共施設に

係る工事請負契約につきまして、物価等の変動に基づくスライド条項の適用、時間外労働

の上限規制による工期延長、施工方法の一部変更等による経費の増のため、契約変更する

ものでございます。 

新築工事請負契約につきましては、変更前の契約金額、８５億１，５４５万４，４１２

円から、約７．７パーセント増加し、９１億６，９５１万４，４１２円となってございま

す。 

新築電気設備工事請負契約につきましては、変更前の契約金額、７億８６４万２千円か

ら、約２０．７パーセント増加し、８億５，５５１万４千円となってございます。 

新築空調設備工事請負契約につきましては、変更前の契約金額、５億５，６２４万８千

円から、約２３パーセント増加し、６億８，３９８万円となってございます。 

新築給排水衛生設備工事請負契約につきましては、変更前の契約金額、４億７，９０７

万２千円から、約２１．９パーセント増加し、５億８，３８５万８千円となってございま

す。 

次に、二七通り東地区歩道拡幅工事請負契約の一部変更についてでございます。 

令和５年第３回区議会定例会においてご議決いただきました、二七通り東地区歩道拡幅

工事請負契約につきまして、交通誘導員の追加等による経費の増のため、契約変更するも

のでございます。変更前の契約金額、２億８，３８０万円から、約１１パーセント増加し、 

３億１，５１４万７，８００円となってございます。 

次に、特別区道の路線の廃止についてでございます。 

神田錦町三丁目におきまして、都市計画道路用地の確保と国の登録有形文化財である学

士会館の一部を保存することから、区道千第８３６号線を廃止するものでございます。 

以上、ご説明いたしました議案を、本日このあとご送付申し上げます。 

よろしくお願い申し上げます。 

なお、会期中に、条例案件といたしまして、職員給与関連条例の各一部改正条例を追加
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してご送付する予定でございます。これらの案件につきましては、提案内容が確定次第、

改めましてご説明申し上げます。 

よろしくお願い申し上げます。以上です。 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。ただいまご説明いただきましたが、よろし

いでしょうか。 

〔はいと呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 坂田副区長ありがとうございました。ご退席ください。 

当委員会終了後、議案が送付される予定です。 

（２）、議案の付託先について。付託先を確認いたします。 

令和６年第４回千代田区議会定例会提出予定案件。 

議案。契約。１、（仮称）四番町公共施設新築工事請負契約の一部変更について。２、

（仮称）四番町公共施設新築電気設備工事請負契約の一部変更について。３、（仮称）四

番町公共施設新築空調設備工事請負契約の一部変更について。４、（仮称）四番町公共施

設新築給排水衛生設備工事請負契約の一部変更について。５、二七通り東地区歩道拡幅工

事請負契約の一部変更については、企画総務委員会。 

区道廃止。１、特別区道の路線の廃止については、環境まちづくり委員会に付託いたし

ますがよろしいでしょうか。 

〔はいと呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 （３）、会期・日程（案）について。 

議長から、第４回定例会の会期日程案が示されましたので、ご確認をお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

〔はいと呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 （４）、委員会への特別職出席依頼について。 

委員会での議案審査及び特別委員会における特別職への出席依頼につきましては、委員

長から議長あてお申し出いただきますよう、お願いいたします。 

（５）、会議録署名員について。１８番岩田かずひと議員、１９番小林たかや議員にお

願いいたします。 

（６）、発言通告の期限について。 

代表、一般質問いずれも１１月１３日水曜日、招集日の午後５時までとします。 

また、質問の際にスクリーンを使用する場合は、資料のパワーポイントデータを１１月

１９日火曜日、午後５時までに事務局議事担当へご提出をお願いします。 

２、陳情書について。 

公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例に関する陳情が、議長あてに提出

されました。企画総務委員会に送付することといたします。 

よろしいでしょうか。 

〔はいと呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 次に、臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑われる国への渡航移植等

を防止するための法整備等を求める意見書提出の陳情 が、議長あてに提出されました。 

全議員に配付することといたします。 

よろしいでしょうか。 
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〔はいと呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 ３、その他。 

何かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 ４、次回議会運営委員会の開会日時について。 

１１月１２日火曜日、午後１時３０分から開会いたします。 

以上をもちまして、議会運営委員会を閉会いたします。 

午後１時４９分閉会 

 


